
 

メキシコ産グレープフルーツ及びスウィートオレンジ生果実に関する植物検疫実施細則（令和５年７月28日付け５消安第2568号 消費

・安全局長通知）一部改正新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前  
  

植物防疫法施行規則（昭和25年農林省令第73号。以下「規則」と

いう。）別表２の付表第86の規定に基づくメキシコから発送され、

他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツ、スウィート

オレンジ、マンダリン及びミネオラの生果実に係る農林水産大臣が

定める基準（令和５年７月26日農林水産省告示第878号。以下「告示

」という。）１の（３）に規定するもの（以下「生果実」という。

）に係る植物検疫の実施については、告示に規定するもののほか、

この細則に定めるところによる。なお、告示１の（１）に規定する

ものに係る植物検疫の実施については、メキシコ内の指定地域で生

産されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ、マンダリン及び

ミネオラ生果実に関する植物検疫実施細則（令和５年７月28日付け

５消安第2566号消費・安全局長通知）に定めるところによるものと

し、また、告示１の（２）に規定するものに係る植物検疫の実施に

ついては、メキシコ内の管理地域で生産されるグレープフルーツ生

果実に関する植物検疫実施細則（令和５年７月28日付け５消安第

2567号消費・安全局長通知）に定めるところによるものとし、この

細則の規定は適用しない。 

 

 

１ 消毒施設 

告示４のくん蒸施設、低温処理船舶、冷蔵設備を有するコンテ

ナー（以下「低温処理コンテナー」という。）及び強制通風加熱

処理施設は、メキシコミバエ及び Anastrepha striata（以下「ミ

バエ類」という。）の侵入を防止するための設備を有し、かつ次

の条件を満たすものとする。 

（１）～（４）（略） 

 

２ こん包施設 

植物防疫法施行規則（昭和25年農林省令第73号。以下「規則」と

いう。）別表２の付表第86の規定に基づき定める令和５年７月26日

農林水産省告示第878号（メキシコから発送され、他の地域を経由し

ないで輸入されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ、マンダ

リン及びミネオラの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定め

る件。以下「告示」という。）１の（３）に規定するもの（以下「

生果実」という。）に係る植物検疫の実施については、規則、告示

及び輸入植物検疫規程（昭和25年７月８日農林省告示第206号）に規

定するもののほか、この細則に定めるところによる。なお、告示１

の（１）に規定するものに係る植物検疫の実施については、メキシ

コ内の指定地域で生産されるグレープフルーツ、スウィートオレン

ジ、マンダリン及びミネオラ生果実に関する植物検疫実施細則（令

和５年７月28日付け５消安第2566号消費・安全局長通知）に定める

ところによるものとし、また、告示１の（２）に規定するものに係

る植物検疫の実施については、メキシコ内の管理地域で生産される

グレープフルーツ生果実に関する植物検疫実施細則（令和５年７月

28日付け５消安第2567号消費・安全局長通知）に定めるところによ

るものとし、この細則の規定は適用しない。 

 

１ 消毒施設 

告示４のくん蒸施設、低温処理船舶、海上輸送中の冷蔵設備を

有するコンテナー（以下「低温処理コンテナー」という。）及び

強制通風加熱処理施設は、メキシコミバエ及び  Anastrepha 
striata（以下「ミバエ類」という。）の侵入を防止するための設

備があり、次の条件を満たすものとされている。 

（１）～（４）（略） 

 

２ こん包施設 



告示５の（３）のこん包施設は、１の（１）又は（４）を満た

す消毒施設を有するものとし、かつ次の条件を満たすものとして

メキシコ植物防疫機関が輸出シーズンごとに指定し、輸出シーズ

ン開始15日前までに日本国植物防疫機関宛てに通知されるものと

する。また、こん包施設に変更があった場合は、その旨を日本国

植物防疫機関に通知されるものとする。 

ア・イ （略） 

 

３ 輸出国における検査及び消毒の実施 

（１）検査の実施 

告示６の（１）の検査は、こん包施設に搬入された消毒前の生

果実について、生果実をこん包した箱数ごとに、次に掲げる抽出

数に基づいて切開調査を行い、検疫有害動植物、特にミバエ類が

ないことを確認するものとする。また、当該検査の結果、ミバエ

類の幼虫が確認されなかった場合のみ、告示４の消毒を行うもの

とする。 

ア・イ （略） 

（２）消毒の実施 

ア 告示４の（１）のくん蒸については、メキシコ植物防疫機

関は、告示４の（１）に定められた条件でくん蒸が実施され

たことを確認するものとする。 

イ 告示４の（２）の消毒については、次により実施するもの

とする。 

（ア）低温処理コンテナーを使用する場合は、メキシコ植物防

疫機関は、当該コンテナーを船舶に積み込む前に予備冷蔵

により生果実の中心部の温度が告示４の（２）に定められ

た温度であることを確認すること。 

（イ）（略） 

（ウ）(イ)の確認の結果、告示４の消毒日数が当該コンテナー

の卸下までに満たされていないことが判明した場合であっ

て、当該コンテナーの卸下前又は卸下後、遅滞なく、メキ

シコ植物防疫機関から、当該コンテナーの卸下された輸入

港のコンテナーターミナル内において消毒を継続すること

告示５の（３）のこん包施設は、１の（１）又は（４）を満た

す消毒施設を有するものとされており、次の条件を満たすものと

してメキシコ植物防疫機関が輸出シーズンごとに指定し、輸出シ

ーズン開始15日前までに日本国植物防疫機関宛てに通知されるも

のとされている。また、こん包施設に変更があった場合は、その

旨を日本国植物防疫機関に通知されるものとされている。 

ア・イ （略） 

 

３ 輸出国における検査及び消毒の実施 

（１）検査の実施 

告示６の（１）の検査は、こん包施設に搬入された消毒前の生

果実について、生果実をこん包した箱数ごとに、次に掲げる抽出

数に基づいて切開調査を行い、検疫有害動植物、特にミバエ類が

ないことを確認するものとされている。また、当該検査の結果、

ミバエ類の幼虫が確認されなかった場合のみ、告示４の消毒を行

うものとされている。 

ア・イ （略） 

（２）消毒の実施 

ア 告示４の（１）のくん蒸については、メキシコ植物防疫機

関は、告示４の（１）に定められた条件でくん蒸が実施され

たことを確認するものとされている。 

イ 告示４の（２）の消毒については、次により実施するもの

とされている。 

（ア）低温処理コンテナーを使用する場合は、メキシコ植物防

疫機関は、当該低温処理コンテナーを船舶に積み込む前に

予備冷蔵により生果実の中心部の温度が告示４の（２）に

定められた温度であることを確認すること。 

（イ）（略） 

（新設） 

 

 

 

 



を希望する旨の書面又は電子メールによる申出があり、当

該コンテナーの卸下後、遅滞なく、当該生果実を所有し、

又は管理する者から検査申請書が提出され、植物防疫官が

消毒を継続する場所及び期間並びに当該コンテナーにき裂

、損傷等がないことを確認したときには、卸下後の消毒の

継続を認めるものとする。ただし、植物防疫官が必要と判

断する場合は、海上コンテナー詰輸入植物等検疫要領（昭

和47年８月24日付け47農政第4502号農政局長通達）第６に

定めるコンテナーターミナル内の一定の場所において、輸

入検査に先立ち、当該コンテナーにき裂、損傷等がないこ

とを確認するものとする。 

ウ 告示４の（３）の消毒については、メキシコ植物防疫機関

は、100分間の消毒中において、２分ごとに温度を測定して記

録し、告示４の（３）に定める条件の下で消毒が実施された

ことを確認するものとする。 

 

４ 輸送中及び積込み時の措置 

告示７のミバエ類に侵されることのないための措置をとる場合

において、こん包に通気孔を設けるときは、次のいずれかの条件

を満たすものとする。 

（１）・（２）（略） 

 

５ 表示 

告示９の（３）の表示は、次の内容によるものとし、こん包又

は束ねたこん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大

きさで行われるものとする。 

・TREATED EXPORTATION CITRUS（GRAPEFRUIT, ORANGE) 
TO JAPAN, SADER, MEXICO 

 
６ 輸入検査 
（１）（略） 
（２）植物防疫官は、植物検疫証明書が添付されていない場合、植

物検疫証明書に告示６の（２）のウの記載がない場合、告示７

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 告示４の（３）の消毒については、メキシコ植物防疫機関

は、100分間の消毒中において、２分ごとに温度を測定して記

録し、告示４の（３）に定められた条件で消毒が実施された

ことを確認するものとされている。 

 

４ 輸送中及び積込み時の措置 

告示７のミバエ類に侵されることのないための措置をとる場合

において、こん包に通気孔を設けるときは、次のいずれかの条件

を満たすものとされている。 

（１）・（２）（略） 

 

５ 表示 

告示９の（３）の表示は、次の内容によるものとし、こん包又

は束ねたこん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大

きさで行われるものとされている。 

・TREATED EXPORTATION CITRUS（GRAPEFRUIT, ORANGE) 
TO JAPAN, SADER, MEXICO 

 
６ 輸入検査 
（１）（略） 
（２）植物防疫官は、告示６の（１）の植物検疫証明書（以下「植

物検疫証明書」という。）が添付されていない場合、植物検疫



の輸送中及び積込み時の措置がとられていない場合、告示８の

封印がなされていない場合、告示９の表示がなされていない場

合又はコンテナーにき裂、損傷等があった場合は、当該生果実

を所有し、又は管理する者に対し廃棄又は返送を命ずるものと

する。 
（３）（１）及び（２）以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及

び輸入植物検疫規程（昭和25年７月８日農林省告示第206号）に

よるものとする。 
（４）植物防疫官は、ミバエ類が発見された場合は、次の措置を講

ずるものとする。 
ア 当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、ミバエ類が

発見された荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。 
イ  （略） 

証明書に告示６の（２）のウの記載がない場合、告示７の輸送

中及び積込み時の措置がとられていない場合、告示８の封印が

なされていない場合又は告示９の表示がなされていない場合は

、当該生果実を所有し、又は管理する者に対し廃棄又は返送を

命ずるものとする。 
（新設） 
 
 
（３）植物防疫官は、ミバエ類が発見された場合は、次の措置を講

ずるものとする。 
ア ミバエ類が発見された荷口全量の廃棄又は返送を命ずるこ

と。 
イ （略） 

  

附 則 

この通知は、令和７年11月25日から施行する。 

 


